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令和6年9月12日
「第131回全国健康保険協会
運営委員会」資料4



協会においては、マイナ保険証利用促進のため、以下の取組を実施しているところ

2

マイナ保険証利用促進のための協会の取組

№ 項目 協会での対応

①
限度額適用認定証等を
契機とした利用勧奨

・マイナ保険証を利用することにより、高額療養費制度における限度額適用認定証の
申請・提示が不要となることについては、マイナ保険証の具体的なメリットの一つと
なるため、限度額適用認定証の申請や交付する際にマイナ保険証の利用勧奨を促進す
る。
（広報の例）
・限度額適用認定証を案内するホームページや電話対応等の中で利用を勧奨する。
・記入の手引きや申請書一体型リーフレットの中でマイナ保険証の利用を勧奨する。

②
あらゆる機会を通じた

利用勧奨

（広報の例）
・マイナ保険証関連チラシの支部窓口への設置、ポスターの掲示
・マイナ保険証利用推進メッセージを掲載した一般業務用封筒・健康保険業務用手封
入用封筒（汎用）の使用
・郵送物へのマイナ保険証関連チラシの同封
・名刺への PR イラストの掲載

③

「顔の見える地域ネットワー
ク」を活用した関係団体への

協力依頼

（主な取り組み）
・本部から日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、
日本経済団体連合会、全国社会保険労務士連合会へ訪問、周知等への協力依頼
・支部から各都道府県商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会、社会
保険労務士会連合会への訪問、周知等への協力依頼



10月以降もマイナ保険証利用促進に向け本部・支部において更なる取り組みを行う。
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マイナ保険証利用促進のための協会の取組

（広報物イメージ）

広報媒体 実施内容 スケジュール

WEB広告
LP（ランディングページ）を作成し、WEB
バナー広告等からLPに誘導。

R6.10～11

チラシ
マイナ保険証の使用促進に係るチラ
シを作成し、扶養調書、医療費通知に
同封する。

扶養調書R6.10

医療費のお知
らせ R7.1

パンフレット
マイナ保険証に係る制度解説用のパ
ンフレットを作成し、HP等で公開する。

R6.10

（本部実施）

（支部実施）

広報媒体 主な実施内容 スケジュール

新聞広告 地方第一紙へ広告を掲載する。 R6.10

チラシ・
パンフレット

支部窓口（サテライト含む）への設
置や関係団体・健康保険委員・事
業所等へ配布

R6.10～11



令和６年９月及び令和７年１月に全加入者に対して資格情報のお知らせを送付する。概要については
以下のとおり。

送 付 対 象 者 加入者全員

送 付 時 期

１回目 令和６年9月９日（月）～令和６年９月30日（月）

２回目 令和７年１月22日（水）～令和７年2月3日（月）
＊１回目の対象者データ抽出日から令和６年11月29日（金）までに新規資格取得した対象者
（データ抽出時点の現存者。事業所の管轄外所在地変更により事業所記号が変わった場合も含む。）

対 象 者
データ抽出時期

１回目：令和６年６月中旬

２回目：令和６年12月中旬

送 付 方 法

一般加入者：個人別に封入 ➢ 事業主経由での送付

任意継続加入者：個人別に送付（被保険者の住所）

＊いずれも特定記録郵便。事業所に送付する場合は重量4kgまでの箱に梱包。

送 付 通 数
（ 予 定 ）

約3,900万通

未 着 等 対 応
〈事業主経由での送付分の未着〉
返送された送付物については、改めて加入者個人住所へ送付
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資格情報のお知らせ送付について



白紙ページ
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